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平成16年度の法人税改正により、青色申告書を提出した事業年度の欠

損金の繰越期間が５年から７年に延長され、それにともない法人税の

過少申告にかかる更生の期間制限も３年から５年に延長されると聞いていま

すが、この改正は何時の事業年度から適用されることになるのでしょうか。

法人税法における「青色決算書を提出した事業年度の欠損金繰越し」とは、

各事業年度開始の日前５年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出

した事業年度における欠損金については、これを事業年度の所得の金額から控除する

制度である。

この制度が平成16年度の改正により、その欠損金の繰越期間が５年から７年に延

長された。この改正は改正後に生じた欠損金のみではなく、平成13年４月１日以後

に開始した事業年度において生じた欠損金についても、遡って適用される。

これにともない脱税以外の過少申告にかかる更生の期間制限が３年から５年に、欠

損金にかかる更生の期間制限が５年から７年に延長される。この改正は、脱税以外の

過少申告にかかる更生の期間については、平成16年４月１日後に法定申告制限が到

来する法人税から適用し、欠損金額にかかる更正期間については、平成13年４月１

日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額から適用する。

法人税にかかる更生・決定の期間制限

欠損金繰越控除期間の延長
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